
令和４年５月２７日  

 保護者の皆様へ 

                               会津支援学校長 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策及び「マスク着用」について 

 日ごろより本校の教育活動に対し御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、本県における新型コロナウイルス感染症においては、５月１６日（月）～６月１２日（日）

までの期間、引き続き基本対策の徹底と「子どもの感染拡大防止重点対策」を継続することが示さ

れました。 

つきましては、新たに「マスク着用」について考慮しながら、可能な限り感染対策を講じて、下

記のとおりに教育活動を実施して参りますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

なお、今後感染状況の変化により、対応が変わる場合は、改めてお知らせいたします。 

  記 

１ 健康観察及び発熱等の風邪症状がある場合について 

（１）お子様については、毎日、登校前の検温、健康状態を観察し、学級担任に報告をする。 

（２）同居する御家族についても、御家庭での健康観察をする。 

（３）お子様に発熱等の風邪症状がある場合は、登校を控え休養する。また、かかりつけ医等ま

たは受診・相談センターに相談し、指示に従う。 

※この場合は出席停止とし、欠席扱いにはなりません。 

（４）登校後に、お子様の発熱、体調不良等の連絡があった場合は、早退の上かかりつけ医等を

受診する。 

※同居する御家族に同様の症状がある場合も登校を控え、感染拡大防止に御協力ください。 

 

２ 登校時の留意点について 

 （１）登校時の密を避けるために、分散された玄関から入校する。 

 （２）時差登校（午前９時１０分まで）推奨を継続し、登校時刻をずらす。 

 

３ 学校における感染防止対策及び教育活動について 

（１） あらゆる場面で「３密」を避けた教育活動を実施する。 

（２） 音楽等での歌唱指導を行う際は、間隔を空けて行う。 

（３） 調理活動は行わない。 

（４） 体育や運動時は密を防ぎ、大声は出さない。 

（５） 給食においては黙食の指導等を徹底する。 

（６） 教室等のこまめな換気、手洗い、手指の消毒 

咳エチケット、人との距離の確保等、基本的な感染防止対策を徹底する。 

 （７） ドアノブ、手すり、スイッチ等、触れる機会が多い箇所の消毒を徹底する。 

     ※資料２「マスク着用の考え方」に応じて対応します。（裏面参照） 

 

４ 陽性者または濃厚接触者等になった場合について 

お子様または同居している御家族が、①陽性者や濃厚接触者となった場合、②ＰＣＲ検査、 

抗原検査等を受けた場合は、速やかに学校（電話：0242-32-2242）へ連絡をする。 

※学校が休業日（土曜、日曜日、祝日）の場合は教頭まで。 

 

５ その他 

陽性者や濃厚接触者、その御家族に対する偏見等による誹謗中傷、差別のないようにする。 

 

（事務担当 教頭 電話０２４２－３２－２２４２） 
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